
アトム通貨プロジェクトの申請には、当申請規約に同意していただく必要があります。 

また、プロジェクト申請を行うには、アトム通貨加盟店であることが必要です。 

 

―申請規約の重点要項― 

＊アトム通貨の理念に賛同していること 

＊未成年者に悪影響を及ぼすものや政治・宗教活動目的の通貨配布禁止 

＊アトムキャラクターの広報物使用禁止（第 5条参照） 

 

≪プロジェクト申請規約 201１年度(第 8 期)版≫ 

規定 

本規約においては、次の各号記載の用語はそれぞれの意味で使用します。 

・「当団体」とは、アトム通貨実行委員会および、そこに属する組織をいいます。 

・「申請者」とは、プロジェクトを企画して申請する利用者をいいます。 

 

第 1 条：理念への賛同 

アトム通貨は手塚治虫著『ガラスの地球を救え』のメッセージを継承し、地球や環境や未来に対して何ができるかを考

え、一つ一つ実行しています。「誰かに何かをしてあげたい」という思いや、「何かをしてくれた人に感謝の気持ちを伝えた

い」思いをアトム通貨は応援しています。 

通貨の配布は常に「よいこと」をした方に対しての感謝の気持ちの証でなければなりません。 

 

第 2 条：プロジェクトの定義 

1）通貨の理念に沿った企画であること。 

2）禁止事項の条件を承諾していること。（第 5 条参照のこと） 

3）開催を一定の期間に設定し、一期の中で完結させること。 

 

第 3 条：申請者の定義 

申請者はアトム通貨実行委員会支部に加盟する加盟店であることを条件とします。 

 

第 4 条：申請者の責任・負担 

1）規約に同意の上、申請フォームに記入し、支部を経由して当団体から内容の審査を受けなければならない。 

2）審査後、プロジェクトの決定から終了までの運営を潤滑に遂行しなければならない。 

3）配布通貨の管理をしなければならない。（料金は第 6 条参照のこと） 

4）プロジェクト内における第三者のトラブルは申請者が対応しなければならない。当団体は一切の責任を負わない。 

5）プロジェクト終了から 1 ヶ月以内に報告書を当団体に提出しなければならない。 

6）当規約に反した行動が確認された場合、いかなる場合でもプロジェクトを中止しなければならない。 

 また、場合により損害賠償を負担しなければならない。（第 8 条参照のこと） 

 



第 5 条：禁止事項 

＜通貨配布＞ 

1）アトム通貨の理念に反した行動における通貨の配布を禁ずる。 

2）未成年者に悪影響を及ぼすものによる通貨の配布を禁ずる。 

3）政治活動、宗教活動を目的とする通貨の配布を禁ずる。 

4）営利目的とする通貨の配布を禁ずる。 

5）通貨の複製、転売を禁ずる。 

6）通貨の再利用を禁ずる。 

＜プロジェクト＞ 

1）申請内容から逸脱したプロジェクトの実施を禁ずる。 

2）次期に亘ってのプロジェクトを禁ずる。 

次期での継続を希望する場合でも、流通期間終了にあわせ報告書を提出していただきます。 

＜宣伝・広報＞ 

宣伝、広報の基本はアトム通貨実行委員会が作成する広報物への掲載とアトム通貨ホームページでの紹介となりま

す。プロジェクト主催者が独自で告知を行う場合、以下の点にご注意ください。 

1）一店舗、一企業が行う宣伝・広告において当団体が支給するアトム通貨の画像、ロゴの使用を一定条件に基づ

き認める。この詳細は本部広報が支給する広報マニュアルに記す。 

2）上記以外でのキャラクター（アトム）の画像を宣伝・広告および広報物に使用することを禁ずる。 

 

第 6 条：使用料金 

1）アトム通貨使用に対して、会費・登録料金は一切発生しない。 

2）プロジェクトで使用する通貨は、1 馬力 1 円計算で、申請分の馬力料金を当団体に預け金として支払わなければ

ならない。預け金は通貨が循環して最終換金者に返却されます。 

3）プロジェクト終了後、未配布の通貨は当団体に返却を行い、同額を換金することができる。 

 

第 7 条：著作権 

アトムは手塚プロダクションが管理する著作物で、無断で使用することは法律で禁じられています。 

アトムを広告で使用するには、手塚プロダクションと別途広告使用契約が必要となります。 

 

第 8 条：賠償責任 

1）承認したプロジェクトに関連して発生した利用者または第三者の損害について、当団体は一切責任を負わない。 

2）申請者がアトム通貨の使用によって第三者に対して損害を与えた場合、申請者は自己の責任と費用をもって解

決し、当団体に損害を与えることのないものとする。 

3）申請者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当団体に損害を与えた場合、当団体は

申請者に対して相応の損害賠償の請求ができるものとする。 

 

第 9 条：規約・サービスの変更 

当団体は利用者の承諾なく、当団体の独自の判断により、本規約を変更する場合があります。 


